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１ 運行の概要 

項  目 内  容 

実施主体 三次市 

運行事業者（予定） 備北交通株式会社 

運行の態様 一般乗合旅客自動車運送事業 区域運行（道路運送法施行規則第３条の３） 

営業区域 

（運行区域） 

▶別紙１－１（協議事項１関連）のとおり 

【十日市地区】 

十日市東一丁目，十日市東二丁目，十日市東三丁目，十日市東四丁目，十日市

東五丁目，十日市東六丁目，十日市南一丁目，十日市南二丁目，十日市南三丁

目，十日市南四丁目，十日市南五丁目，十日市南六丁目の一部，十日市南七丁

目，十日市西一丁目，十日市西二丁目，十日市西三丁目，十日市西四丁目の一

部，十日市西五丁目の一部，十日市西六丁目の一部，十日市中一丁目の一部，

十日市中二丁目，十日市中三丁目，十日市中四丁目 

【三次地区】 

三次町の一部 

【八次地区】 

 南畑敷町の一部，畠敷町の一部，四拾貫町の一部 

乗降ポイント

（MP:Meeting Point） 

▶別紙１－１（協議事項１関連），別紙１－２（協議事項１関連）のとおり 

９４箇所（対面含め１５１箇所） 

【十日市地区】 

４１箇所（対面含め６２箇所） 

【三次地区】 

２０箇所（対面含め２９箇所） 

【八次地区】 

３３箇所（対面含め６０箇所） 

※乗降ポイントの設置については，関係者との協議により一部変更となる可能

性があります。変更があった場合，変更内容を地域公共交通会議にて報告する。 

運行形態 予約のある乗降ポイント間を効率的に運行 

運行経路 予約に基づきシステム（ＡＩ）が自動生成した経路を運行 

使用車両，車両数 ワンボックス車両（乗車定員（運転席・助手席を除く）８名）２台 

運行時間 平日９：００～１７：００（１２/２９～１/３は運休） 

予約方法 

・市公式ＬＩＮＥ，専用アプリ（２４時間受付） 

・電話（平日９：００～１７：００受付） 

※乗車予定日の６日前から運行当日の直前まで予約可能。 

決済手段 現金，クレジットカード 

協議事項１ 中心市街地におけるＡＩ活用型オンデマンドバスの実証運行について 
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運賃 

・大人：３００円 

・高校生，中学生及び小学生：１５０円 

・幼児（未就学児）及び乳児：無料 

・身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手帳所持者：１５０円 

 

２ 運行開始予定日 

 令和７年１２月１日（月） 

 

３ その他 

 実証運行期間は，令和７年１２月１日（月）から令和８年３月３１日（火）までとし，令和８年４月

１日（水）以降については，土休日も運行日に加えた本格運行への移行を予定している。 
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三次市が委託し，有限会社君田交通が運行する三次市民バス「作木町線」の利便性向上のため，定時

定路線型バスから区域運行（デマンド型バス）への移行をしようとするもの。 

 

１ 区域運行（デマンド型）へ移行しようとする区間 

 三次市民バス「作木町線」３コース（上地区，中地区，下地区）のすべての区間 

 ▸５ページ参照 

 

２ 運行の概要 

項 目 内 容 

実施主体 三次市 

運行事業者 君田交通有限会社 

運行の態様 一般乗合旅客自動車運送事業 区域運行（道路運送法施行規則第３条の３） 

営業区域 作木町全域 

乗車場所 ６～７ページのとおり 

使用車両，車両数 

・通常バス型 乗車定員２７人 ２台 

・タクシー型 乗車定員 ８人 ２台 

・タクシー型 乗車定員 ４人 ２台 

運行時間 平日８：３０～１４：３０（１２／３１～１／３は運休） 

運行エリア 

下地区：月・木・金 

中地区：月・火・水 

上地区：火・水・木 

予約方法 電話 

決済手段 現金，市民バス回数券 

運賃 

※運行開始から６月間の間 

（三次市民バス運行条例第３条，４ページ参照） 

令和７年１１月１０日（月）～令和８年５月８日（金）（予定） 

大人：２００円 

小学生：１００円 

小学生未満：無料 

運賃 

※運行開始から６月間以降 

 令和８年５月１１日（月）（予定） 

大人：３００円 

小学生：１５０円 

小学生未満：無料 

 

 

３ 実施（区域運行の設定）予定日 

 令和７年１１月１０日（月） 

協議事項２

４ 

三次市民バス「作木町線」の区域運行（デマンド型）への移行について 
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【参考数値】市民バス作木町線輸送実績 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 1,637 人 1,537 人 1,485 人 1,310 人 1,230 人 1,199 人 

 

 

 

【参考】 

○三次市民バス運行条例 

平成 17 年３月 25 日条例第２号 

（運賃） 

第３条 市民バスを利用する者（以下「旅客」という。）は，次の各号に掲げる運賃を支払わなけれ

ばならない。ただし，小学生の旅客については，半額とし，小学生未満の旅客については，無賃と

する。 

(１) 路線定期運行 １人１乗車につき 100 円 

(２) 区域運行 １人１乗車につき 300 円 

附 則 

（経過措置） 

２ 第３条第１号の規定による路線定期運行を同条第２号の規定による区域運行に変更する場合にお

いて，同号中「300 円」とあるのは，試験的運行を実施する場合は，その期間において「100 円」

と し，その後６月間は「200 円」とする。ただし，試験的運行を実施しない場合においても６月

間は「200 円」とする。 
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【基本方針（案）については別紙参照】 

 

 

業 務 種 別 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

                     
計画準備 

                    

                     

現状把握 
                    

                     
問題・課題 
抽出 

                    

                     
計画内容の 
検討 

                    

                     
パブリック 
コメント 

                    

                     

計画策定 
                    

 

 ※三次市地域公共交通会議の開催予定（書面審議含む） 

     10 月（今回），11月中旬，12 月，２月 ／ 計４回  

 

 

【添付資料】三次市地域公共交通計画（第２期）の市民アンケート集計結果（速報） 

 

協議事項３

４ 

三次市地域公共交通計画（第２期）の策定に向けた基本方針（案）について 

三次市民バス「作木町線」の区域運行（デマンド型）への移行について 


